
「最先端研究開発支援プログラム」の運用に関する以下の基本方針を規定

プログラム運用の基本方針

プログラムの目的

研究者がその能力を最大限発揮できるよう、「研究者を最優先」した従来にない全く新し
い研究者支援のための制度の創設

○研究サポートチームの結成による研究者が研究に専念できる体制の確立
○研究者にとって自由度の高い多年度にわたる研究資金の確保

世界のトップを目指すための研究者及び研究課題の選定

○科学技術の分野における我が国の代表的研究者若しくは本プログラムの実施により我
が国の代表的研究者となることが期待される研究者(中心研究者)

○新たな知を創造する基礎研究から出口を見据えた研究開発まで、さまざまな分野及び
ステージを対象とした、３～５年で世界のトップを目指した先端的研究課題

本プログラムを推進し、世界のトップの研究開発成果を得ることによって、産業、
安全保障等の分野における我が国の中長期的な国際的競争力、底力の強化を
図るとともに、研究開発成果の国民及び社会への確かな「成果還元」を図ること
を目的とする。
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Ｓｔｅｐ１

中心研究者及び研究課題の
選定

ワーキングチームで、中心研究者
候補及び研究課題候補を絞込み

最先端研究支援会議で、中心研究
者案及び研究課題案をとりまとめ

Ｓｔｅｐ２

中心研究者による研究支援担当
機関の指名

民間、独立行政法人、大学等から
研究本体及び研究管理を行うサ

ポート体制の提案

選定された研究課題の研究支援
担当機関を公募

複数の候補から、中心研究者によ
り研究支援担当機関を指名

Ｓｔｅｐ３

研究開発及び事後評価の実施

日本学術振興会

多年度にわたる研究
開発資金の提供

先端研究助成基金

プログラム運用の基本方針

総合科学技術会議で、中心研究者
及び研究課題を決定

総合科学技術会議の意見具申

中心研究者、研究支援担当機関
を中心とした研究開発の実施

総合科学技術会議によるフォローアップ
の実施

３～５年間で世界トップの研究成
果を達成

総合科学技術会議による事後評
価の実施

プログラムの進め方

我が国の代表的研究者（中心研
究者及び）研究課題の公募



最先端研究開発支援プログラム運用基本方針 

平成２１年６月１９日 

総合科学技術会議 

 

総合科学技術会議は、平成２１年度一般会計補正予算に盛り込まれた「最先端研究開発支援プロ

グラム」（先端研究助成基金として２７００億円を計上）の運用に関して、以下の基本方針を決定す

る。 

 

１．プログラムの目的： 

本プログラムは、研究者の能力を研究開発のために最大限発揮できるよう、 

・ 「サポートチーム」を結成することにより研究者が研究に専念できる体制の確立 

・ 研究者にとって自由度の高い多年度にわたる研究資金の確保 

を図るとの「研究者を最優先」した従来にない全く新しい研究者支援のための制度を創設し、あわ

せて、 

・ 科学技術分野における我が国の代表的研究者若しくは本プログラム実施により我が国の代 

表的研究者となることが期待される研究者(中心研究者) 

・  新たな知を創造する基礎研究から出口を見据えた研究開発まで、さまざまな分野及びステ

ージを対象とした先端的研究課題のうち、３～５年間で世界をリードし、世界のトップを目指す

研究課題 

を選定し、本制度の下で当該研究開発の成果を得ることによって、産業、安全保障等の分野にお

ける我が国の中長期的な国際的競争力、底力の強化を図るとともに、研究開発成果の国民及び

社会への確かな「成果還元」を図ることを目的とする。 

 

２．プログラムの進め方： 

（1）ステップ１（中心研究者及び研究課題の選定） 

① １．のプログラムの目的を達成するため、内閣府は中心研究者及び研究課題を公募するとと

もに、産学官の関係機関から意見を聴取する。 

② 総合科学技術会議における中心研究者及び研究課題の選定作業を迅速かつ適切に行うた

め、「最先端研究開発支援会議」（以下「支援会議」という。）並びに支援会議での審議、検討を

支援するための「最先端研究開発支援ワーキングチーム」（以下「ワーキングチーム」という。）

を開催する。ワーキングチームは、応募された中心研究者及び研究課題から、支援会議にお

ける審議、検討に資するため中心研究者候補及び研究課題候補を選定し、支援会議に報告す

る。支援会議は、ワーキングチームでの議論を踏まえ、審議、検討を行い、中心研究者案及び

研究課題案をとりまとめ、総合科学技術会議に提出する。 

③ 総合科学技術会議は中心研究者及び研究課題を決定する。 

④ 上記選定のための選定方針等を支援会議において策定する。 

 



    (２)ステップ２（中心研究者による研究支援担当機関の指名） 

① ステップ１において選定された中心研究者及び研究課題について、内閣府は、研究本体及び

研究管理を行うための適切な支援を行う機関（民間、独法、大学等、またはこれらの合同チー

ム（ただし合同チームの場合でも責任機関は１つ））（以下「研究支援担当機関」という）の候補

を公募する。 

② 中心研究者は、ヒアリング等を通じて、応募してきた研究支援担当機関候補の中から複数の

研究支援担当機関候補を指名する。 

③ 指名された研究支援担当機関候補は、目標とする研究成果、予算総額、予算の年次計画等

の詳細な研究計画を策定し、内閣府を通じて中心研究者に提出する。中心研究者は提出され

た研究計画等を踏まえ、研究支援担当機関を最終的に指名する。当該研究支援担当機関及

び研究計画については、内閣府で取りまとめ、総合科学技術会議に報告する。 

また、中心研究者は研究支援担当機関において研究開発を実施するために必要な雇用関係、

知的財産の取り扱い等に関する取り決めを交わす。 

④ 総合科学技術会議は、中心研究者、研究課題、研究支援担当機関及び研究計画を取りまと

めて文部科学大臣に意見具申を行う。 

⑤ 本プログラムの研究開発に必要な経費は、日本学術振興会に設立された先端研究助成基

金（以下「基金」という。）により、総合科学技術会議が決定した運用に係る方針に基づき、日本

学術振興会が文部科学大臣の指示を受けて交付を決定し、出納を管理する。 

⑥ 上記選定のための選定方針等を支援会議において策定する。 

 

（３）ステップ３（研究開発及び事後評価の実施） 

① 文部科学大臣は総合科学技術会議からの意見具申を日本学術振興会に伝達し、意見具申

に基づいて日本学術振興会は各研究支援担当機関に必要な研究費を助成する。 

② 総合科学技術会議は、本プログラムの着実な推進を図るためにフォローアップを行うこととし、

毎年、研究支援担当機関から研究の進捗状況を、日本学術振興会から基金の管理状況等に

ついて聴取するとともに、中心研究者から研究３年後に研究状況を聴取し、必要がある場合に

は改善を要求することとする。 

③ 総合科学技術会議は、研究開発終了後、当初の目標どおりの成果が得られたかどうか、外

部有識者を活用して評価を行う。この場合、中心研究者及び研究支援担当機関が行う自己評

価を踏まえて行うことを基本とする。 

 

（４）その他 

① 内閣府科学技術政策担当部局において、本プログラムを円滑に推進するために必要な事務

を実施する。 

② 支援会議は、基金の運営・管理に係る基本方針、基金の管理状況、先端研究助成業務の進

捗状況を審議・検討する場合には、基金を管理する立場としての文部科学大臣の出席を求め

る。 



③ この他、本プログラムの運用に関して必要な事項については、支援会議において策定する。 

④ 総合科学技術会議は、本プログラムの趣旨が維持されていることを確認するため、プログラ

ム開始１年後を目処に基金管理事務も含めた本プログラム全体について検討を行う。 



「最先端研究開発支援会議」の開催等について 

 

平成２１年６月１９日 

総合科学技術会議議長決定 

 

 

１  総合科学技術会議令(平成１２年６月７日政令第２５８号)第４条の規定に

基づき、「最先端研究開発支援プログラム」（以下「プログラム」という。）

の着実な推進を図るため、プログラムに関する基本方針、中心研究者及び研

究課題の選定、フォローアップ等についての審議・検討を行うことを目的と

して、「最先端研究開発支援会議」（以下「支援会議」という。）を開催する。 

 

２  支援会議の構成員は、別紙のとおりとする。 

 

３  支援会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府政策統括官(科学技

術政策・イノベーション担当)において処理する。 

 

４  前各項に掲げるもののほか、支援会議の運営に関する事項その他必要な事

項は、支援会議座長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 別 紙 ） 

「最先端研究開発支援会議」構成員 

 

 

  座長  内閣総理大臣 

 

  座長代理  内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当) 

 

  構成員  相澤 益男 総合科学技術会議議員 

 

  榊原 定征 総合科学技術会議議員 

 東レ株式会社代表取締役社長 

 

 國井 秀子 リコーソフトウエア株式会社取締役会長 

 

 小林  誠 独立行政法人日本学術振興会理事 

 学術システム研究センター所長 

 

 佐々木 毅 学習院大学教授 

  

 白井 克彦 早稲田大学総長 

 

 竹中 登一 アステラス製薬株式会社代表取締役会長 

 

       千野 境子 産経新聞社論説委員・特別記者 

 

 長谷川 眞理子 総合研究大学院大学教授 

 

 松井 孝典 千葉工業大学惑星探査研究センター所長 

 

 渡辺 捷昭 トヨタ自動車株式会社代表取締役社長 

 



最先端研究開発支援プログラムスケジュール 

 

 

 

６月１９日   総合科学技術会議本会議 

        ・プログラム運用の基本方針決定 

        ・支援会議開催決定 

６月下旬以降  第 1 回最先端研究開発支援会議 

        ・ワーキングチーム開催決定 

        ・公募と選定の基本方針決定 

６月下旬以降  中心研究者・研究課題公募開始（公募期間１か月） 

６月下旬～７月下旬以降 

  最先端研究開発支援ワーキングチーム 

        ・日本学術会議、経団連、関係府省等からヒアリング 

７月下旬以降  中心研究者・研究課題公募締切 

７月下旬～８月中旬以降 

 最先端研究開発支援ワーキングチーム（３日間程度集

中審議） 

       ・中心研究者・研究課題候補の検討（60 課題程度） 

８月中下旬以降 第２回最先端研究開発支援会議 

        ・中心研究者・研究課題案の審議・決定（30 課題程度） 

８月下旬    総合科学技術会議本会議 

        ・中心研究者・研究課題の決定 

 

以降、中心研究者による研究支援担当機関の指名等を経て交付開始 
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